
28条通知を作成するのは

発行者ですか？

管財人等ですか？

28条通知を作成するのは

発行者ですか？

管財人等ですか？

Target保振サイトを

利用していますか？

（Target保振サイト接続に

よる提出を原則とします。）

郵送での提出を

希望しますか？

（Target保振サイト接続に

よる提出を原則とします。）

発行者等の対応

支払代理人に対して

28条通知をご提出ください。

（管財人等が実印を押印し、

印鑑証明書（裁判所が発行する

ものに限る。）を添付してください。）

支払代理人に対して

28条通知を

ご提出ください。

（支払代理人宛の

届出印を押印してください。）

【原則】

【例外】

発行体コードが

付番された発行者ですか？

付番あり

付番なし

発行者

管財人等

利用している

利用していない

希望しない

希望する

発行者

管財人等

28条通知の作成及び提出に係るフローチャート 参考

機構に対して

郵送にて28条通知を

ご提出ください。

（管財人等が実印を押印し、

印鑑証明書（裁判所が発行する

ものに限る。）を添付してください。）

機構に対して

郵送にて28条通知を

ご提出ください。

（機構宛の届出印を

押印してください。）

機構に対して

郵送にて28条通知を

ご提出ください。

（実印を押印し、印鑑証明書を

添付してください。）

機構に対して

Target保振サイト接続により

28条通知を

ご提出ください。

（押印は不要です。）

機構に対して

郵送にて28条通知を

ご提出ください。

（添付書類がある場合には

併せてご提出ください。）

機構に対して

Target保振サイト接続により

28条通知をご提出ください。

（添付書類がある場合には

併せてご提出ください。）

【原則】

【例外】

支払代理人の対応

発行者等の対応


